
●受講料● １名 <資料代込>  

正会員 3２,４０0円（本体価格３０,000円） 

一 般 3５,６４0円（本体価格3３000円） 
 
＊会員企業は、こちらでご確認いただけます。 

http://www.bri.or.jp 
 申込書を FAX又は E-mailでお送り下さい。 
  受信確認後、受講票・請求書をお送りします。 

 
●申込書を FAXで送信いただく際は、FAX番号をお間違
えないようご注意ください。 
 
 一般社団法人 企業研究会 事業開発部  

担当：福山 E-mail fukuyama@bri.or.jp  
  
〒102-0083千代田区麹町 5-7-2麹町 31MTビル２F 

TEL 03-5215-3513 FAX 03-5215-0951 
 

＊後日（開催日１週間～10 日前までに）受講票・請求書をお送
りいたします。 

＊お申込書に記入頂いた個人情報は、研究会に関する確認・
連絡、及び当会主催のご案内をお送り する際に利用させ
ていただきます。 

*最少催行人数に満たない場合は、中止とさせていただく
事もありますので、何卒、ご了承ください 

 

 

＜人事・労務管理リスク対応講座＞ 

～最頻発６ケースの実例案件より、企業サイドとしての確認、取組み方を学ぶ～ 

現代型“労働紛争”解決に向けた具体的な対応 
■日 時  2014年９月２５日（木）１３ :００～  １７ :００  

■会 場  東京・麹町・企業研究会セミナールーム TEL: 03-5215-3511 

■講 師  五三 智仁氏 五三・町田法律事務所 弁護士         
 
１．成績不良・能力不足の社員に対する対応 

（１）中途採用者と新規学卒者への対応の違い （２）配転・出向を命じる場合の留意点 

（３）懲戒処分・解雇を行う場合の留意点 （４）退職勧奨を行う場合の留意点 

（５）最近の具体的事例の紹介 

２．就業規則（特に賃金・退職金規程）の変更 
（１）成果型賃金体系を導入する場合の留意点 （２）退職金制度を変更する場合の留意点 

   (３) 最近の具体的事例の紹介 
３．パワーハラスメント問題 

（１）パワーハラスメントとは何か （２）上司の行うべき業務指示の根拠 

（３）適法な業務指示とパワーハラスメントとの境界 

（４）パワーハラスメント防止のための社内対策と発生後の社内対応 

（５）最近の具体的事例の紹介 

４．労働時間の管理に関する問題 
（１）労働時間管理の基礎知識 （２）変形労働時間制・フレックスタイム制導入の留意点 

（３）みなし労働時間制（事業場外労働・裁量労働）導入の留意点 

（４）時間外・休日労働の行わせ方 （５）固定残業代制度導入の留意点 

（６）最近の具体的事例の紹介 

５．メンタルヘルス問題 

  （１）厚生労働省の認定基準と平成 26年労働安全衛生法改正（求められる社内対策） 

  （２）社員が精神疾患に罹患した場合の社内対応 （３）復職時の留意点 

   （４）労災申請と労災認定 （５）最近の具体的事例の紹介 

６．有期契約労働者への対応 

  （１）平成 24年労働契約法改正と社内対応 （２）平成 26年パート労働法改正と社内対応 

   （３）労働契約書書式例、就業規則規定例の紹介 

７．現代型労働紛争の傾向と対策 

  （１）裁判上の紛争処理制度について （２）裁判外の紛争処理制度について 

   （３）個人加入型労働組合（合同労組）への対応 

  （４）今後予想される労働紛争の傾向と対策 
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 *会員企業のご確認、その他セミナーに関するご不明な点につきましては、当会 

  ホームページより〔ＴＯＰ〕→〔公開セミナー〕→〔よくあるご質問〕をご参照下さい。 

●開催趣旨● 
 
近年、社会経済のグローバ

ル化や労働者の権利意識の高
揚等が進んだことにより、企
業においては、従来の終身雇
用の生え抜き従業員からなる
共同体としての性格が薄れつ
つあり、多様な労働力が混在
して事業が遂行される機能的
組織としての性格が強まった
と指摘されています。そして、
個々の労働者と使用者との間
の個別的労働関係における権
利義務紛争（個別労働関係紛
争）が増加し、労働審判等の
労働紛争処理制度が整備され
るようになりました。 
このような中で、最近では、

一昔前には見られなかった個
別労働関係紛争が散見される
ようになるとともに、裁判例、
法律、行政解釈も、企業に対
して従来以上に従業員への指
揮監督、配慮を求める傾向に
あります。したがって、企業
の人事労務管理の重要性は、
ますます高まっているといえ
ます。 
今回のセミナーでは、使用

者側で労働問題を扱う弁護士
が、最近実際にどのような紛
争が発生し、どのような点が
問題とされているのか、これ
からの企業がどのような労務
管理を行っていくべきなのか
を解説し、併せて最近の個別
労働関係紛争の実態・傾向と
その対策等についても説明し
ます。 


